
《
予
算
》

＊
一
般
会
計
補
正
予
算

国
庫
補
助
金
の
決
定
に
伴
い
、
街
路
整
備
事
業

費
や
土
地
区
画
整
理
事
業
費
を
追
加
す
る
ほ
か
、

次
世
代
育
成
支
援
の
一
環
と
し
て
、
新
た
に
特
定

不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
経
費
を
計
上
す

る
と
と
も
に
、
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
基
金
事

業
と
し
て
、
路
上
喫
煙
等
防
止
啓
発
に
要
す
る
経

費
な
ど
に
、
国
庫
支
出
金
、
市
債
、
地
方
交
付
税

な
ど
を
財
源
と
し
て
、
合
わ
せ
て
二
十
四
億
九
千

九
百
万
円
を
追
加
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
般

会
計
の
予
算
総
額
は
、
三
千
四
百
八
十
億
九
千
九

百
万
円
と
な
り
ま
す
。

＊
特
別
会
計
補
正
予
算

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
な
ど
２
事
業
会
計

に
、
合
わ
せ
て
一
億
一
千
八
百
万
円
を
追
加
し
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
企
業
会
計
を
含
め
た
特
別
会

計
の
予
算
総
額
は
、
三
千
六
百
七
十
七
億
二
千
六

百
万
円
と
な
り
ま
す
。

《
条
例
》

＊
千
葉
市
斎
場
設
置
管
理
条
例
の
制
定

新
た
に
、
緑
区
平
山
町
に
斎
場
（
火
葬
施
設
・

葬
儀
式
場
な
ど
）
を
設
置
す
る
た
め
、
条
例
を
制

定
し
ま
す
。

＊
千
葉
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
設
置
管
理
条
例
の

制
定

新
た
に
、
美
浜
区
新
港
に
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場

を
設
置
す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

＊
千
葉
市
蘇
我
球
技
場
条
例
の
制
定

蘇
我
球
技
場
の
管
理
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
、

条
例
を
制
定
し
ま
す
。

《
町
の
区
域
お
よ
び
名
称
の
変
更
》

住
居
表
示
整
備
事
業
の
実
施
に
伴
い
、
花
見
川

区
朝
日
ケ
丘
町
お
よ
び
畑
町
の
各
一
部
を
朝
日
ケ

丘
３
丁
目
か
ら
５
丁
目
に
、
ま
た
、
若
葉
区
若
松

町
の
一
部
を
若
松
台
１
丁
目
か
ら
３
丁
目
に
区
域

お
よ
び
名
称
を
平
成
17
年
２
月
７
日
か
ら
変
更
し

ま
す
。

《
工
事
請
負
契
約
》

＊
稲
毛
区
長
沼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）
新
築
工
事
を
五
億
四
千
八
百
万
円
で
行
い

ま
す
。

＊
美
浜
区
真
砂
５
丁
目
の
美
浜
区
地
区
ホ
ー
ル
・

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
新
築
工
事
を
二

十
八
億
九
千
三
百
万
円
で
、
新
築
電
気
設
備
工

事
を
五
億
八
千
八
百
万
円
で
、
新
築
空
調
設
備

工
事
を
五
億
四
千
百
万
円
で
そ
れ
ぞ
れ
行
い
ま

す
。

＊
若
葉
区
桜
木
町
の
桜
木
園
改
築
工
事
を
九
億
一

千
二
百
万
円
で
、
改
築
空
調
設
備
工
事
を
二
億

九
千
九
百
万
円
で
、
改
築
給
排
水
設
備
工
事
を

二
億
九
千
四
百
万
円
で
そ
れ
ぞ
れ
行
い
ま
す
。

＊
若
葉
区
下
田
町
お
よ
び
谷
当
町
地
内
の
下
田
最

終
処
分
場
最
終
覆
土
工
事
を
十
三
億
一
千
三
百

万
円
で
行
い
ま
す
。

＊
若
葉
区
野
呂
町
の
白
井
公
民
館
・
若
葉
図
書
館

泉
分
館
（
仮
称
）
新
築
工
事
を
三
億
五
千
二
百

万
円
で
行
い
ま
す
。

《
決
算
》

平
成
15
年
度
一
般
会
計
の
決
算
額
は
、
歳
入

三
千
四
百
八
十
三
億
三
千
五
百
万
円
、
歳
出
三

千
四
百
十
三
億
八
千
百
万
円
と
な
り
、
特
別
会

計
お
よ
び
企
業
会
計
を
合
わ
せ
た
全
会
計
の
決
算

額
は
、
歳
入
六
千
六
百
六
億
七
千
五
百
万
円
、
歳

出
六
千
六
百
二
十
四
億
五
千
百
万
円
と
な
り
ま
し

た
。
な
お
、
収
支
不
足
を
生
じ
た
３
企
業
会
計
に

つ
い
て
は
、
損
益
勘
定
留
保
資
金
な
ど
で
補
て
ん

し
ま
し
た
。
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発行／千葉市議会
編集／千葉市議会事務局

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
q ０４３-２４５-５４７２

真砂第三小学校にて（美浜区）

平
成
16
年
第
３
回
定
例
会
が
、９
月
９
日
か
ら
10
月
５
日
ま
で
の
27
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
定
例
会
で
は
、
補
正
予
算
お
よ
び
条
例
の
一
部
改
正
な
ら
び
に
平
成
15
年
度
決
算
な
ど
市
長

提
出
議
案
44
件
、
議
員
提
出
議
案
６
件
（
意
見
書
５
件
）
を
審
議
し
、
討
論
（
賛
成
＝
自
由
民
主
党

千
葉
市
議
会
議
員
団
、
千
葉
市
議
会
公
明
党
、
新
政
五
月
会
、
反
対
＝
日
本
共
産
党
千
葉
市
議
会
議

員
団
、
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が
行
わ
れ
、
平
成
16
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
15
件
に
つ
い
て

は
、
賛
成
多
数
に
よ
り
、
平
成
16
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
な
ど
34
件
に
つ
い
て
は
、

全
会
一
致
に
よ
り
、
原
案
ど
お
り
可
決
・
同
意
・
認
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
提
出
議
案
の
千
葉

市
福
祉
奨
学
金
支
給
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
賛
成
少
数
に
よ
り
、
否
決
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
各
会
派
の
代
表
質
疑
が
５
人
の
議
員
に
よ
り
、
市
政
に
関
す
る
一
般
質
問
が
15
人
の
議

員
に
よ
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
15
年
度
決
算
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
議
員
で
構
成
す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
審
査
し
ま
し
た
。

第３回
定例会のあらまし

可
決
し
た
主
な
議
案

No.46

平
成

年
度

各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
を
認
定

15
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お仕事などで市議会を傍聴できな
い皆様に朗報です。本市議会のホー
ムページから、本会議や予算・決算
審査特別委員会の生中継や録画放映
（２、３日後）がご覧になれます。い
つでも、どこからでも市議会の様子
がわかるようになりました。2500
件／月のアクセスがあり、多くの皆
様にご利用いただいています。
まだ、ご覧になっていない方もぜ
ひ一度アクセスしてご覧ください。

議員提出議案として５件の意見書を審議し、
可決しました。可決した意見書は、関係行政機
関に提出しました。

●犯罪被害者の権利と被害回復制度の確
立を求める意見書

●公共工事における建設労働者の適正な労
働条件確保等に関する意見書

●地方分権推進のための「国庫補助負担
金改革案」の実現を求める意見書

●美浜原発３号機配管破断事故に対する
責任追及とエネルギー政策の転換を求め
る意見書

●競輪事業のさらなる改革を求める意見書

ホームページアドレス

http://www.city.chiba.jp/gikai/

千葉市議会
ホームページの
お知らせ

９月16日（自由民主党千葉市議会議員団・新政五月会）、17日（千葉市議会
公明党・市民ネットワーク・日本共産党千葉市議会議員団）の２日間にわたり、
５会派の代表から平成15年度決算議案について質疑が行われました。代表質疑の答弁風景

●議員定数 56人

◆自由民主党千葉市議会議員団 22人

◆新政五月会 11人

◆千葉市議会公明党 8人

◆市民ネットワーク 7人

◆日本共産党千葉市議会議員団 6人

◆21世紀クラブ 2人

会 派 構 成
（平成16年10月18日現在）

千
葉
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
事
業

の
取
組
み
に
つ
い
て

千
葉
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
評
価
・
助

言
委
員
会
よ
り
平
成
16
年
３
月
に

提
出
さ
れ
た
「
評
価
・
助
言
報
告
書
」
で

は
、「
延
伸
は
多
く
の
経
営
上
の
リ
ス
ク
が

あ
る
上
、
バ
ス
輸
送
で
代
替
で
き
る
こ
と

か
ら
延
伸
計
画
は
廃
止
す
べ
き
」
と
結
論

付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
将
来
の
都
市
運
営

を
考
慮
し
た
場
合
、
公
共
交
通
機
関
と
し

て
の
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
視
点
も
大
切
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
今
後
、
急
速
な
高

齢
化
社
会
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
特
に
千

葉
大
学
病
院
や
青
葉
病
院
な
ど
の
公
共
施

設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
、
今
ま
で
以
上

に
必
要
と
さ
れ
る
時
代
に
な
る
と
思
う
。

そ
こ
で
、「
評
価
・
助
言
報
告
書
」
を
受

け
、
延
伸
計
画
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
取

組
ん
で
い
く
の
か
伺
う
。

県
と
の
協
議
の
中
で
、
延
伸
計
画

は
会
社
再
建
と
併
せ
て
行
う
こ
と
、

ま
た
、
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
会
社
再
建

計
画
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
県
が
、
延

伸
計
画
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
市
が
中

心
と
な
り
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

本
市
と
し
て
は
、
延
伸
計
画
に
つ
い
て
、

都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
が
市
民
の
足
と
し
て
有

効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
ル
ー
ト
・
施
設

内
容
、
バ
ス
交
通
と
の
連
携
な
ど
を
総
合

的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

今
後
は
、
会
社
再
建
計
画
と
併
せ
て
延

伸
計
画
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
早
い
時

期
に
取
り
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ご
み
の
不
法
投
棄
に
つ
い
て

廃
棄
物
処
理
法
は
、
法
改
正
が
毎

年
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
お
り
、
不

法
投
棄
な
ど
に
対
す
る
罰
則
が
強
化
さ
れ

て
は
い
る
が
、
一
向
に
解
消
す
る
気
配
が

な
い
。

悪
質
事
業
者
へ
は
、
法
律
を
遵
守
し
た

対
処
を
す
る
た
め
に
許
可
取
消
し
な
ど
抜

本
的
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

ま
た
、
監
視
体
制
の
強
化
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
が
見
解
を
伺
う
。

悪
質
事
業
者
へ
の
抜
本
的
対
策
強

化
に
つ
い
て
は
、
平
成
15
年
６
月

に
廃
棄
物
処
理
法
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、

不
法
投
棄
に
係
る
罰
則
の
強
化
が
図
ら
れ

た
。
特
に
悪
質
な
事
業
者
に
は
、
許
可
権

者
で
あ
る
都
道
府
県
お
よ
び
保
健
所
設
置

政
令
市
に
許
可
の
取
消
し
が
義
務
付
け
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
と
し
て
も
厳
格
に

対
応
し
て
い
く
。
ま
た
、
他
都
県
市
で
処

分
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
て
も
、
取
消

し
処
分
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
行
政
処
分

の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
今
後
は
、
速
や
か

に
悪
質
な
事
業
者
の
排
除
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
対
策
の
強
化
に
つ
な
が
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

監
視
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
職
員

に
よ
る
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
の
ほ
か
、
監
視

の
行
き
届
き
に
く
い
夜
間
や
休
日
に
、
市

民
監
視
員
や
警
備
会
社
に
監
視
パ
ト
ロ
ー

ル
を
委
託
し
、
さ
ら
に
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

に
よ
る
空
か
ら
の
監
視
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
16
年
度
か
ら
は
、
県
警
本
部

よ
り
、
現
職
警
部
を
採
用
し
、
監
視
・
指

導
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
。

自
由
民
主
党

千
葉
市
議
会
議
員
団

千葉都市モノレール

市
立
病
院
に
お
け
る
セ
カ
ン
ド

オ
ピ
ニ
オ
ン
外
来
に
つ
い
て

最
近
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
に

関
し
て
、
専
門
外
来
を
開
設
す
る

医
療
機
関
が
増
え
て
い
る
。

選
択
肢
が
複
数
あ
る
、
が
ん
の
治
療
な

ど
の
場
合
、
主
治
医
が
勧
め
る
治
療
方
針

な
ど
が
妥
当
か
ど
う
か
を
、
患
者
や
家
族

が
判
断
す
る
の
は
相
当
困
難
で
あ
り
、
不

安
や
悩
み
を
抱
え
る
。
こ
う
し
た
と
き
、

主
治
医
以
外
の
専
門
医
か
ら
情
報
を
得
て
、

患
者
や
家
族
が
納
得
し
た
上
で
、
よ
り
良

い
治
療
法
を
自
己
決
定
で
き
る
セ
カ
ン
ド

オ
ピ
ニ
オ
ン
は
、
患
者
中
心
の
医
療
に
は

不
可
欠
な
も
の
と
考
え
る
。

医
療
技
術
な
ど
の
発
展
は
目
覚
し
く
、

新
し
い
治
療
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
く
中

で
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
求
め
る
患

者
の
ニ
ー
ズ
は
、
今
後
、
ま
す
ま
す
高
ま

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
認
識
と
、
両
市
立
病
院

に
お
け
る
今
後
の
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン

外
来
の
開
設
に
つ
い
て
伺
う
。

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
は
、
患
者

や
家
族
が
病
気
の
治
療
法
な
ど
に

理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
主
治
医
以
外
の

専
門
医
師
か
ら
診
療
に
関
す
る
意
見
を
聴

い
て
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主

治
医
の
診
断
や
治
療
法
の
確
認
、
主
治
医

の
示
す
治
療
法
以
外
の
治
療
法
を
得
た
り

す
る
こ
と
で
あ
る
。
患
者
自
ら
の
選
択
に

よ
る
医
療
が
受
け
ら
れ
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
充
実
の
面
か
ら
大
変

意
義
の
あ
る
医
療
と
な
る
。

現
在
、
両
市
立
病
院
で
は
、
セ
カ
ン
ド

オ
ピ
ニ
オ
ン
の
意
義
を
受
け
止
め
、
一
般

外
来
診
療
の
中
で
患
者
の
求
め
に
応
じ
て

対
応
し
て
お
り
、
今
後
、
専
門
外
来
の
開

設
に
つ
い
て
は
、
他
の
自
治
体
病
院
の
動

向
な
ど
を
見
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

※
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
＝
患
者
が
医

療
行
為
の
内
容
に
つ
い
て
医
師
か
ら
十
分
な
説
明

を
受
け
、
納
得
し
て
実
施
に
同
意
す
る
こ
と

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
設
置
に
向
け
て
の

取
組
み
に
つ
い
て

心
臓
突
然
死
は
、早
期
に
電
気
シ
ョ

ッ
ク
を
か
け
る
こ
と
が
救
命
率
の

向
上
に
つ
な
が
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従

来
の
除
細
動
器
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
、医

師
な
ど
一
部
の
人
し
か
使
用
で
き
な
か
っ
た
。

国
は
、
一
般
の
人
も
講
習
を
受
け
れ
ば

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
が
可
能
で
あ
る
と
決
定
し
、

船
橋
市
で
は
、
す
で
に
船
橋
医
療
セ
ン
タ

ー
に
10
台
設
置
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

そ
こ
で
本
市
で
も
、
市
民
の
救
命
率
向

上
の
た
め
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
に
向
け
て
の
取

組
み
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
見
解
を

伺
う
。

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
、
突
然
の
心
臓
停
止
に

対
す
る
大
変
効
果
的
な
救
命
手
段

で
あ
る
。

平
成
16
年
７
月
に
、
講
習
を
条
件
に
一

般
市
民
に
よ
る
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
各
自
治
体
で
も
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置

な
ど
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

本
市
で
も
、
病
院
前
救
護
体
制
を
充
実

さ
せ
救
命
率
向
上
の
た
め
、
市
民
が
多
く

来
庁
す
る
施
設
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
へ

の
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
や
多
く
の
一
般
市
民
が

機
器
を
使
用
で
き
る
よ
う
講
習
会
の
開
催

な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

千
葉
市
議
会

公
明
党

滞
納
税
不
正
免
除
事
件
に

つ
い
て９

月
13
日
の
公
判
で
は
、「
現
市

長
の
応
援
も
し
て
、
県
政
に
も
強

い
影
響
力
を
持
ち
、
千
葉
市
に
対
し
て
も

影
響
力
を
持
っ
て
い
る
県
議
に
恐
怖
を
覚

え
た
」
と
、
市
長
と
県
議
の
関
係
が
不
正

免
除
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
市
長
の
関
与
疑
惑
と
監
督
責

任
に
つ
い
て
見
解
を
伺
う
。

特
別
処
分
は
収
納
率
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
、
裁
判
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
通
り
な
の
か
。

市
は
、
特
別
処
分
は
不
適
切
で
あ
る
が

違
法
で
は
な
い
と
い
う
が
、
不
適
切
に
つ

い
て
、
議
会
や
市
民
に
お
詫
び
し
て
い
な

い
の
は
な
ぜ
か
。
地
方
税
法
違
反
で
は
な

く
、
不
適
切
だ
と
誰
が
決
め
た
の
か
。

関
与
疑
惑
に
つ
い
て
、
私
は
、
こ

の
事
件
に
は
、
一
切
関
与
し
た
こ

と
は
な
い
。
ま
た
、
最
も
公
平
・
公
正
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
税
務
行
政
の
市
の
信

頼
を
損
ね
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
監
督
者

と
し
て
そ
の
責
任
を
十
分
感
じ
て
い
る
。

特
別
処
分
は
、
実
態
調
査
な
ど
に
基
づ

く
滞
納
者
の
実
情
を
踏
ま
え
、
滞
納
整
理

の
合
理
化
お
よ
び
迅
速
化
を
図
っ
た
も
の

で
、
徴
収
権
消
滅
期
限
を
待
た
ず
に
即
時

処
理
し
た
も
の
で
、
結
果
的
に
、
収
納
率

の
向
上
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
事
務
処
理
の
一
部
に
適
正
性
を

欠
い
て
い
た
が
、
地
方
税
法
に
基
づ
い
た

処
分
停
止
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
違
法

性
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

民
間
業
者
が
公
の
施
設
を
管
理
代

行
し
た
場
合
、
公
共
性
を
厳
格
に

維
持
し
て
い
て
は
利
益
が
上
が
ら
な
い
と
、

公
共
性
を
ゆ
る
め
て
い
く
管
理
運
営
に
な

ら
な
い
か
。
経
費
節
減
の
た
め
に
、
必
要

な
管
理
運
営
の
コ
ス
ト
や
人
件
費
な
ど
が

削
ら
れ
、
そ
の
分
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
が
後

退
す
る
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
千

葉
市
斎
場
、
蘇
我
球
技
場
、
ア
イ
ス
ス
ケ

ー
ト
場
・
温
浴
施
設
の
３
施
設
の
合
計
は
、

二
百
七
十
四
億
二
千
万
円
に
も
な
る
。
今

後
予
定
し
て
い
る
３
５
０
施
設
を
考
え
る

と
、
途
方
も
な
い
建
設
費
を
か
け
た
施
設

が
指
定
管
理
者
に
管
理
代
行
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
施
設
を
無
料
で
使
わ
せ
て

民
間
業
者
に
利
益
を
上
げ
さ
せ
る
こ
と
は
、

市
民
の
財
産
や
利
益
を
民
間
に
投
げ
出
す

こ
と
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
責
任
を
放

棄
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

こ
の
制
度
は
、
公
の
施
設
の
設
置

目
的
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
設

置
者
と
し
て
の
責
任
を
確
保
し
た
上
で
、

民
間
事
業
者
な
ど
の
能
力
を
活
用
し
、
よ

り
効
果
的
・
効
率
的
な
管
理
運
営
を
目
的

と
し
て
い
る
。

指
定
管
理
者
は
、
条
例
お
よ
び
募
集
要

項
な
ど
で
定
め
ら
れ
た
基
本
的
事
項
や
協

定
書
に
定
め
ら
れ
た
詳
細
事
項
に
基
づ
き

管
理
運
営
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
報
告

の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
市
は
指
定
管
理
者
に
対
し
、

事
業
評
価
の
実
施
や
立
ち
入
り
調
査
な
ど

に
よ
る
指
導
・
監
督
を
行
う
こ
と
か
ら
、
公

共
性
の
維
持
お
よ
び
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
が
図
ら
れ
、
自
治
体
の
責
任
も
十
分
に

果
た
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

日
本
共
産
党

千
葉
市
議
会
議
員
団

人
事
制
度
改
革
に
つ
い
て

職
員
の
給
与
体
系
や
役
職
は
い
ま

だ
に
年
功
序
列
で
あ
り
、
一
刻
も

早
く
こ
れ
ら
か
ら
脱
皮
す
る
こ
と
が
、
千

葉
市
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
思
う
が
ど

う
か
。

本
市
は
民
間
に
比
べ
て
、
圧
倒
的
に
技

術
者
が
育
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
採

用
時
に
は
優
秀
な
技
術
者
も
、
そ
の
後
の

進
路
の
関
係
で
得
意
な
技
術
が
活
か
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
苦
手
な
組
織
運
営
や
組
織

管
理
に
あ
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
市

に
と
っ
て
も
大
変
な
損
失
で
あ
る
。
課
長

な
ど
の
管
理
職
一
本
の
コ
ー
ス
で
は
な
く
、

高
度
な
技
術
を
庁
内
に
蓄
積
し
、
活
用
し

う
る
人
事
制
度
の
改
革
を
求
め
る
が
ど
う

か
。

現
在
、
国
は
、
能
力
等
級
制
度
を

導
入
し
、
能
力
等
級
ご
と
に
発
揮

す
べ
き
能
力
を
明
ら
か
に
し
、
任
用
な
ど

を
行
う
と
と
も
に
、
職
務
を
基
本
と
し
実

績
を
反
映
し
た
給
与
制
度
を
確
立
し
、
あ

わ
せ
て
能
力
・
実
績
を
的
確
に
評
価
す
る

こ
と
に
よ
り
、
年
功
序
列
の
人
事
シ
ス
テ

ム
を
改
め
、
能
力
・
実
績
主
義
の
人
事
制

度
の
再
構
築
を
目
指
し
た
公
務
員
制
度
改

革
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。
本
市
も
、
国

の
公
務
員
制
度
改
革
な
ど
の
動
向
を
注
視

し
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
い
た
人
事
施
策

の
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
管
理
能
力

以
外
の
高
度
な
専
門
的
知
識
や
能
力
に
よ

る
昇
任
な
ど
複
線
型
の
人
事
制
度
な
ど
に

つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

高
齢
社
会
を
迎
え
て
の
防
火
・

火
災
予
防
対
策
に
つ
い
て

住
宅
火
災
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、

市
民
の
防
火
意
識
の
高
揚
と
住
宅

防
火
対
策
の
推
進
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

住
宅
な
ど
の
火
災
予
防
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
対
策
を
行
っ
て
い
る
の
か
伺
う
。

市
内
に
は
、
老
人
ホ
ー
ム
や
痴
呆
性
老

人
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
シ
ル
バ
ー
マ
ン
シ

ョ
ン
な
ど
の
高
齢
者
居
住
施
設
が
増
え
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
対
す
る
火
災

予
防
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

住
宅
な
ど
に
対
す
る
火
災
予
防
対

策
は
、
市
住
宅
防
火
推
進
協
議
会

を
活
用
し
、
火
災
の
早
期
発
見
と
迅
速
な

避
難
の
た
め
、
平
成
14
年
度
に
高
齢
者
世

帯
に
対
し
て
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
モ
ニ

タ
ー
事
業
を
４
０
０
世
帯
に
実
施
し
て
い

る
。さ

ら
に
、
16
年
度
は
２
０
０
世
帯
に
設

置
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
住
宅
火
災

予
防
の
ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
町

内
自
治
会
な
ど
に
配
布
す
る
ほ
か
、
市
民

が
大
勢
集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
会
場
に
お
い
て
、

パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
た
住
宅
防
火
診
断
、

火
災
危
険
度
評
価
な
ど
を
実
施
し
、
住
宅

防
火
の
必
要
性
、
重
要
性
を
呼
び
か
け
て

い
る
。
高
齢
者
世
帯
に
は
訪
問
し
て
防
火

指
導
を
し
て
い
る
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
老
人
福
祉
施

設
は
、
消
防
用
設
備
な
ど
の
設
置
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
痴
呆
性
高

齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の
高
齢
者
居

住
施
設
は
、
老
人
福
祉
施
設
に
該
当
し
な

い
た
め
規
制
は
な
い
が
、
消
防
用
設
備
な

ど
を
設
置
す
る
よ
う
指
導
を
行
い
、
現
在

は
、
対
象
の
す
べ
て
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

新
政
五
月
会

特
別
処
分
に
つ
い
て

特
別
処
分
は
、
収
納
率
ア
ッ
プ
も

目
的
の
一
つ
な
の
か
。
関
係
職
員

へ
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
目
的
を
記
し

た
文
書
は
不
存
在
で
、
い
つ
誰
が
指
示
し

て
始
め
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と

だ
が
、
誰
か
の
指
示
や
合
議
の
決
定
も
な

く
、
重
大
な
シ
ス
テ
ム
が
決
ま
る
も
の
な

の
か
伺
う
。

市
長
の
指
示
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
つ

く
ら
れ
た
特
別
処
分
と
今
回
の
調
査
結
果

を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。
ま
た
違

法
で
は
な
い
の
か
認
識
を
伺
う
。

平
成
16
年
１
月
お
よ
び
３
月
の
総
務
委

員
会
で
は
、
特
別
処
分
の
仕
組
み
が
不
正

免
除
に
使
わ
れ
た
こ
と
や
廃
止
す
る
と
い

う
報
告
は
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
。
き
ち
ん

と
報
告
す
べ
き
内
容
で
は
な
か
っ
た
か
。
議

会
軽
視
ど
こ
ろ
か
議
会
に
対
す
る
報
告
義

務
違
反
で
あ
る
。
な
ぜ
、
議
会
で
特
別
処

分
に
つ
い
て
報
告
し
な
か
っ
た
の
か
伺
う
。

特
別
処
分
の
目
的
は
、
実
態
調
査

な
ど
に
基
づ
く
滞
納
者
の
実
情
を

踏
ま
え
、
滞
納
整
理
の
合
理
化
お
よ
び
迅

速
化
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
当
該
年
度
の

不
納
欠
損
額
に
計
上
し
、
翌
年
度
へ
の
滞

納
繰
越
額
か
ら
除
外
し
て
い
た
も
の
で
、
結

果
的
に
、
収
納
率
の
向
上
に
つ
な
が
っ
た

も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
で
き
る
限

り
の
調
査
を
し
た
結
果
で
あ
り
、
誰
が
指

示
し
た
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
な

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

市
長
の
指
示
と
今
回
の
調
査
結
果
に
つ

い
て
は
、
市
長
は
、
地
方
税
法
な
ど
に
基

づ
き
的
確
に
処
理
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
調
査
結
果
と
は

関
係
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
処

分
は
、
将
来
に
わ
た
り
納
税
が
見
込
ま
れ

な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
者
な
ど
に
つ
い

て
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
性
は

な
い
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

議
会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
事
件
の

解
決
に
全
力
を
傾
注
し
て
い
た
こ
と
、
特

別
処
分
に
違
法
性
は
な
い
と
の
判
断
か
ら

で
あ
り
、
意
図
的
に
報
告
し
な
か
っ
た
も

の
で
は
な
い
。

産
業
廃
棄
物
行
政
に
つ
い
て

美
浜
区
の
新
港
地
区
に
産
業
廃
棄

物
焼
却
工
場
の
準
備
が
進
め
ら
れ

て
い
る
が
、
立
地
に
関
し
て
の
市
の
考
え

方
を
伺
う
。

ま
た
、
今
回
の
計
画
の
よ
う
に
、
様
々

な
廃
棄
物
を
混
合
焼
却
す
る
よ
う
な
場
合

は
、
管
理
は
難
し
く
環
境
へ
の
負
荷
が
懸

念
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
法
的
な
基

準
の
ク
リ
ヤ
ー
だ
け
で
な
く
、
周
辺
住
民

に
よ
る
監
視
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
、
住

民
が
納
得
す
る
安
全
管
理
の
あ
り
方
が
必

要
と
考
え
る
が
見
解
を
伺
う
。

新
港
地
区
は
、
特
に
立
地
に
関
す

る
規
制
が
な
い
た
め
、
廃
棄
物
処

理
法
お
よ
び
指
導
要
綱
に
基
づ
き
、
環
境

保
全
や
安
全
対
策
な
ど
を
協
議
し
な
が
ら
、

事
業
者
へ
の
指
導
を
行
っ
て
い
く
。

住
民
が
納
得
す
る
安
全
管
理
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
廃
棄
物
処
理
法
に
は
維
持
管

理
に
つ
い
て
の
定
め
も
あ
る
た
め
、
法
を

遵
守
さ
せ
、
ま
た
、
市
の
指
示
事
項
を
確

実
に
履
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
性

は
確
保
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

可 決 し た 意 見 書

AED（自動体外式除細動器）産廃処理施設計画のある美浜区新港地区

建築中の千葉市斎場（緑区平山町） 高齢者への訪問防火指導風景
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表
紙
の
写
真
は
、

９
月
18
日
に
美
浜
区

の
真
砂
第
三
小
学
校

で
行
わ
れ
た
秋
季
大

運
動
会
の
様
子
で
す
。

当
日
は
、
運
動
会
に
ふ
さ
わ
し
い
秋
空
の

な
か
、
玉
入
れ
や
紅
白
リ
レ
ー
、
ダ
ン
ス
な

ど
が
行
わ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
、
練
習
の
成

果
を
元
気
い
っ
ぱ
い
に
発
揮
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
応
援
に
訪
れ
た
家
族
の
方
々
も
、

子
ど
も
た
ち
に
、
大
き
な
声
援
を
お
く
っ
て

い
ま
し
た
。

「
ち
ば
市
議
会
だ
よ
り
」
発
行
委
員
会

問
い
合
わ
せ
先
　
議
会
事
務
局
調
査
課

q
０
４
３
（
２
４
５
）
５
４
７
２

一

般

質

問

９
月
14
日
に
開
か
れ
、
市
長
提
出
議
案

22
件
、
議
員
提
出
議
案
１
件
、
請
願
１

件
、
陳
情
４
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

な
お
、
美
浜
区
地
区
ホ
ー
ル
・
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
の
工
事
請
負
契
約

に
つ
い
て
は
、
総
務
委
員
会
・
保
健
下
水

委
員
会
連
合
審
査
会
で
審
査
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
す
べ
て
の
市
長
提
出
議
案

は
可
決
と
な
り
、
議
員
提
出
議
案
の
福
祉

奨
学
金
支
給
条
例
の
制
定
は
否
決
と
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
請
願
・
陳
情
は
、
採
択
送
付
１

件
、
不
採
択
１
件
、
継
続
審
査
３
件
と
な

り
ま
し
た
。

な
お
、
閉
会
中
の
７
月
27
日
に
都
市
消

防
委
員
会
が
、
８
月
９
日
に
総
務
委
員
会

が
、
10
月
13
日
に
保
健
下
水
委
員
会
が
、

所
管
事
務
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

保
健
下
水
委
員
会
で
は
陳
情
も
審
査
し
ま

し
た
。

総
務
委
員
会

長
沼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）

新
築
工
事
請
負
契
約
な
ど
議
案
９
件
、
陳
情

１
件
を
審
査
し
、
同
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

て
、
子
ど
も
が
利
用
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
、
幼

児
室
の
利
用
方
法
、
指
定
管
理
者
制
度
導
入

に
つ
い
て
の
考
え
方
、
近
年
の
落
札
率
と
の

比
較
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
美
浜
区
地
区
ホ
ー
ル
・
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
の
工
事
請
負
契
約
に
つ

い
て
は
、
連
合
審
査
会
の
中
で
、
建
設
コ
ス

ト
縮
減
に
向
け
た
取
組
み
と
そ
の
効
果
、
難

聴
者
支
援
設
備
の
機
能
と
整
備
方
針
、
親
子

づ
れ
利
用
者
へ
の
対
応
と
保
育
室
の
有
無
な

ど
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

保
健
下
水
委
員
会

斎
場
設
置
管
理
条
例
の
制
定
な
ど
市
長
提

出
議
案
７
件
、
議
員
提
出
議
案
１
件
、
請
願

１
件
、
陳
情
１
件
を
審
査
し
、
同
条
例
に
つ

い
て
、
新
斎
場
で
の
使
用
料
収
入
の
見
込

み
、
使
用
料
算
出
根
拠
、
減
免
の
適
用
範
囲

お
よ
び
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
よ
る
経
費

節
減
効
果
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し

た
。
な
お
、
同
条
例
に
つ
い
て
は
、
運
営
方

式
や
火
葬
施
設
使
用
料
に
関
す
る
修
正
案
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
が
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
の
福
祉
奨
学
金
支

給
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
対
象
者
数
お
よ

び
事
業
費
、
奨
学
金
お
よ
び
就
学
支
度
金
に

関
す
る
現
行
制
度
の
状
況
と
そ
の
支
給
実
績

な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
閉
会
中
の
10
月
13
日
に
陳
情
１
件

を
審
査
し
ま
し
た
。

▼
乳
幼
児
医
療
費
無
料
制
度
の
拡
充
と
制
度

の
見
直
し
に
つ
い
て
の
請
願

不
採
択

▼
千
葉
市
立
土
気
保
育
所
の
委
託
法
人
募
集

及
び
選
考
に
関
す
る
陳
情

不
採
択

環
境
建
設
委
員
会

下
田
最
終
処
分
場
最
終
覆
土
工
事
請
負
契

約
な
ど
議
案
３
件
、
陳
情
１
件
を
審
査
し
、

同
工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て
、
雨
水
処
理
に

お
け
る
調
整
池
の
規
模
の
妥
当
性
、
想
定
量

を
超
え
る
降
雨
が
あ
っ
た
場
合
の
周
辺
地
域

お
よ
び
汚
水
処
理
に
及
ぼ
す
影
響
、
遮
水
シ

ー
ト
破
損
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
ま
し
た
。

経
済
教
育
委
員
会

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
設
置
管
理
条
例
の
制

定
な
ど
議
案
４
件
、
陳
情
１
件
を
審
査
し
、

同
条
例
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
選
定
に
関

し
、
そ
の
要
件
お
よ
び
選
定
ポ
イ
ン
ト
な
ら

び
に
応
募
事
業
者
の
見
込
み
数
、
指
定
期
間

お
よ
び
期
間
満
了
後
の
運
営
に
つ
い
て
の
見

解
、
施
設
運
営
に
関
し
、
公
営
と
民
営
の
運

営
形
態
の
相
違
点
、
経
営
不
振
時
に
お
け
る

市
費
負
担
の
有
無
と
協
定
内
容
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
低
下
の
懸
念
お
よ
び
雇
用
へ
の
影
響
、

市
の
指
導
監
督
方
法
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
ま
し
た
。

▼
お
ゆ
み
野
地
区
内
に
お
け
る
新
設
中
学
校

早
期
開
校
に
つ
い
て
の
陳
情

採
択
送
付

都
市
消
防
委
員
会

蘇
我
球
技
場
条
例
の
制
定
な
ど
議
案
３
件

を
審
査
し
、
同
条
例
に
つ
い
て
、
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
す
る
考
え
、
指
定
管
理
者
か

ら
の
決
算
報
告
の
有
無
、
利
用
料
金
設
定
の

根
拠
、
他
都
市
に
お
け
る
市
民
利
用
実
績
と

本
市
で
の
予
測
日
数
、
収
入
予
測
を
下
回
っ

た
場
合
の
管
理
者
負
担
と
市
負
担
、
安
全
対

策
に
関
す
る
Ｊ
Ｆ
Ｅ
と
の
協
議
状
況
な
ど
に

つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
所
管
事
務
調
査
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

＊
滞
納
税
不
正
免
除
事
件
に
つ
い
て

（
８
／
９
総
務
委
員
会
）

＊
特
別
処
分
関
係
調
査
の
報
告
に
つ
い
て

（
９
／
14
総
務
委
員
会
）

＊
社
会
福
祉
法
人
鳳
雄
会
が
設
立
す
る
児
童

福
祉
施
設
に
つ
い
て

（
９
／
14
・
10
／
13
保
健
下
水
委
員
会
）

＊
千
葉
市
老
人
福
祉
施
設
協
議
会
の
運
営
に

係
る
不
祥
事
に
つ
い
て

（
10
／
13
保
健
下
水
委
員
会
）

＊
椿
森
陸
橋
に
お
け
る
救
急
車
事
故
に
係
る

訴
訟
に
つ
い
て（７

／
27
都
市
消
防
委
員
会
）

７
月
16
日
に
開
か
れ
、
平
成
17
年
度
国
家

予
算
に
関
す
る
要
望
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し

ま
し
た
。

ま
た
、
９
月
７
日
に
は
、
大
都
市
財
政
の

実
態
に
即
応
す
る
財
源
の
拡
充
に
つ
い
て
の

要
望
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
、
10
月
15
日
に

は
、
党
派
別
要
望
運
動
に
係
る
千
葉
市
の
重

点
要
望
事
項
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

８
月
６
日
に
開
か
れ
、
蘇
我
特
定
地
区
の

概
要
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
、
商
業
施
設
な

ど
の
現
地
を
調
査
し
ま
し
た
。

委
　
　
員
　
　
長
　
斉
　
藤
　
　
　
肇

副
　
委
　
員
　
長
　
石
　
井
　
茂
　
隆

第
一
分
科
会
主
査
　
斉
　
藤
　
　
　
肇

同
　
　
副
主
査
　
奥
　
井
　
憲
　
興

第
二
分
科
会
主
査
　
石
　
井
　
茂
　
隆

同
　
　
副
主
査
　
小
　
西
　
由
希
子

平
成
15
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
特
別
会
計

決
算
議
案
を
審
査
す
る
た
め
、
９
月
17
日
に

全
議
員
で
構
成
す
る
決
算
審
査
特
別
委
員
会

（
２
分
科
会
）
を
設
置
し
、
計
５
日
間
に
わ

た
り
審
査
し
ま
し
た
。

10
月
４
日
の
決
算
審
査
特
別
委
員
会
で

は
、
２
分
科
会
の
審
査
概
要
に
つ
い
て
報
告

が
行
わ
れ
た
後
、
各
会
派
の
意
見
表
明
が
５

人
の
委
員
に
よ
り
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、

各
会
計
決
算
を
原
案
ど
お
り
認
定
し
ま
し
た
。

な
お
、
次
の
６
項
目
の
指
摘
要
望
事
項

は
、
決
算
審
査
特
別
委
員
会
が
市
長
に
要
望

し
た
も
の
で
す
。

●
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
各
種
財
政
指
標

が
示
す
と
お
り
、
硬
直
化
の
傾
向
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
公
債
費
の
負
担
増
へ
の

対
策
に
配
慮
し
、
財
政
の
健
全
性
に
努
め

る
こ
と
。

な
お
、
市
税
徴
収
事
務
に
つ
い
て
は
、

市
民
の
信
頼
回
復
に
努
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
よ
り
公
正
、
公
平
な
執
行
体
制
を
確

立
す
る
こ
と
。

●
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
事
業
評
価
を

行
う
と
と
も
に
、
各
種
ニ
ー
ズ
の
把
握
に

努
め
、
他
部
局
と
の
連
携
に
よ
る
施
策
の

充
実
を
図
る
こ
と
。

な
お
、
社
会
福
祉
法
人
鳳
雄
会
が
運
営

す
る
児
童
養
護
施
設
に
つ
い
て
は
、
か
ね

て
よ
り
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
今
後
さ
ら
に
実
効
あ
る
対
策
を

講
じ
る
こ
と
。

●
ご
み
の
減
量
化
に
つ
い
て
は
、
ご
み
の
排

出
状
況
や
市
民
意
識
を
把
握
す
る
こ
と
に

よ
り
、
減
量
化
に
つ
な
が
る
分
別
回
収
の

あ
り
方
を
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
、
事
業

系
ご
み
の
資
源
化
推
進
に
努
め
ら
れ
、「
ち

ば
ル
ー
ル
」
に
基
づ
く
効
果
あ
る
施
策
展

開
を
図
る
こ
と
。

●
経
済
の
振
興
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
に
根

ざ
し
た
商
店
街
対
策
の
充
実
に
努
め
る
と

と
も
に
、
産
業
振
興
財
団
の
更
な
る
活
用

に
よ
る
市
内
経
済
の
活
性
化
を
推
進
す
る

こ
と
。

●
市
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
住
宅
需

要
に
的
確
に
こ
た
え
る
た
め
、
老
朽
化
著

し
い
市
営
住
宅
の
建
て
替
え
を
進
め
、
恒

常
的
な
空
き
家
の
解
消
に
取
り
組
む
な
ど
、

効
果
的
な
施
策
の
実
施
を
図
る
こ
と
。

●
救
急
救
助
体
制
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
救

急
指
導
医
常
駐
体
制
を
活
用
し
つ
つ
、
救

急
救
命
士
の
養
成
や
研
修
体
制
を
充
実

さ
せ
、
さ
ら
な
る
救
命
率
の
向
上
を
図
る

こ
と
。

市
政
に
関
す
る
一
般
質
問
が
、
９
月
28
日

か
ら
10
月
４
日
ま
で
の
５
日
間
に
15
人
の
議

員
に
よ
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
主
な
質
問
項
目

は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
に
つ
い
て

●
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
に
つ
い
て

●
千
葉
市
に
お
け
る
表
彰
に
つ
い
て

●
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

●
学
校
統
廃
合
に
つ
い
て

●
市
税
等
の
徴
収
率
の
向
上
に
つ
い
て

●
少
子
高
齢
化
時
代
の
就
労
に
つ
い
て

●
企
業
立
地
の
促
進
に
つ
い
て

●
介
護
保
険
の
あ
り
方
に
つ
い
て

●
原
発
事
故
の
教
訓
か
ら
み
た
千
葉
市
の
危

機
管
理
に
つ
い
て

●
千
葉
市
に
単
科
大
学
（
語
学
学
科
）
の
設

立
に
つ
い
て

●
市
営
水
道
事
業
と
今
後
の
県
営
水
道
の
あ

り
方
に
つ
い
て

●
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
に
つ
い
て

●
子
ど
も
た
ち
の
森
建
設
の
そ
の
後
の
進
展

に
つ
い
て

●
花
沢
三
郎
県
議
会
議
員
滞
納
税
不
正
免
除

事
件
に
つ
い
て

傍聴のご案内
平成16年第４回定例会は12月２日vに開会
する予定です。
本会議は、原則として公開していますので、
どなたでも傍聴できます。
傍聴は、本会議の当日、議会棟１階で受け

付けています。
会議日程は11月29日zに決まる予定です。

総務委員会審査風景

常

任

委

員

会

大
都
市
税
財
政
制
度
・

地
方
分
権
調
査
特
別
委
員
会

美浜区地区ホール・保健福祉センター（仮称）完成予想図

指

摘

要

望

事

項

都
市
臨
海
部
開
発
問
題

調
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会
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